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温泉資源を活用した田原市観光プロモーション業務公募型プロポーザル評価基準 

１ 審査について 

（１）審査の考え方 

審査にあたっては、「温泉資源を活用した田原市観光プロモーション業務仕様書」

「温泉資源を活用した田原市観光プロモーション業務公募型プロポーザル実施要領」等

の関係書類を基に、本業務に対する企画提案等について、企画提案書及びプレゼンテー

ション等における聴き取りにより実施する。 

（２）評価項目・配点 

   企画提案の評価項目及び配点は以下のとおりとし、評価点数は１００点満点とする。 

評 価 項 目 評 価 事 項 評価配点

１ 企画・構成
（１５点）

業務を正しく理解した提案であり、明確で実現できる効果
的なスケジュール構成となっているか。

 ５

提案から想定される成果は十分なもので達成が期待できる
ものか。

１０
（倍率２）

２ 業務運営手法、効果
  （５５点）

本市の観光資源を理解したコンセプトとなっており、戦略
策定に向けた具体的な提案がされているか。

１０
（倍率２）

田原市らしい魅力あるキービジュアルや販促ツール制作が
提案されているか。

１０
（倍率２）

動画作成について、田原市への観光を動機づける内容と目
を引く手法が提案されているか。

１０
（倍率２）

ＳＮＳやＷＥＢ等を利用した情報発信について、作成した
動画も活用した効果的で実現可能な提案となっているか。

１５
（倍率３）

提案について、先駆的かつ独創的で、ほかにない魅力を要
しているか。

１０
（倍率２）

３ 業務遂行能力
（１０点）

業務管理者・主任担当者の実績は、本業務において適切か。  ５

同種・類似プロモーション業務実績と業務の体制は、本業
務において充分か。

 ５

４ 見積金額
（１０点） 見積額は適切かつ安価であるか １０

５ ヒアリング
（１０点）

本業務に対する積極性はあるか。  ５

業務管理者・主任担当者の本業務に関する理解度は充分か。  ５
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２ 評価基準 

（１）評価点 

「１（２）表の評価項目１、２、３、５」については、次の表のとおり６段階で評価

を行う。「十分である」を基準として、それよりもどの程度優れているか、劣っている

かを判断するものとする。 

評価 評価点 

極めて優れている ５ 

優れている ４ 

十分である ３ 

劣る ２ 

大変劣る １ 

評価できない又は記載していない ０ 

（２）倍率による配点 

「１（２）表の評価事項」で倍率の定めがある事項については、評価点に倍率を乗じ

て配点する。

（３）見積金額の評価 

「１（２）表の評価項目４」の最低見積金額については、次の方法で算出する。 

１０×【最低見積金額／当該見積金額（小数点第２位以下切り捨て）】 

３ 優先交渉権者の選定について 

温泉資源を活用した田原市観光プロモーション業務公募型プロポーザル選定委員会（以

下、「選定委員会」という。）委員の採点により、以下の条件に従い順次選定する。 

  ただし、選定委員会委員の評価点数の平均が６０点に満たない者は、要求水準を満たし

ていないものと判断して、優先交渉権者として選定しない。 

なお、企画提案者数が６者以上の場合は、書類審査による事前審査（「１（２）表」の

評価項目１、２、３、４のみ審査）を行い、得点の高い５者を選考してプレゼンテーショ

ン審査を実施する。 

【選定順位】 

①  選定委員会全委員の評価点数の合計が最高点数の者。 

  ② ①が複数いる場合は、選定委員会委員の協議により同点者の順位を決定する。 

４ 注意事項 

・企画提案者から選定委員会委員への接触は、直接、間接を問わず禁じているので、万

が一、接触があった場合には事務局へ連絡する。 

・評価については、審査の当日に行う。 


